
平成２３年 

 第３回市議会定例会 議案第７号 

   函館市スポーツ振興審議会条例の一部改正について 

 函館市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例を次のように定 

める。 

  平成２３年９月６日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹 

 

   函館市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 

 函館市スポーツ振興審議会条例（平成３年函館市条例第２０号）の一 

部を次のように改正する。 

 第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号。以下「法」 

という。）第１８条第２項」を「スポーツ基本法（平成２３年法律第78 

号）第３１条」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は，函館市教育委員会の諮問に応じ，スポーツ基本法第 

１０条第１項に規定する地方スポーツ推進計画，同法第３５条に規定 

するスポーツ団体への同法第３４条の規定による補助金の交付その他 

のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し，その結果を答申す 

るものとする。 

 第４条の見出しを「（委員および任期等）」に改め，同条中第３項を 

第４項とし，第２項を第３項とし，第１項を第２項とし，同条に第１項 

として次の１項を加える。 

  委員は，次に掲げる者のうちから函館市教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学識経験のある者 

 (2) 関係団体の推薦する者 

 (3) 公募による者 

   附 則 



１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の施行の日の前日にお 

いて同法による改正前のスポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）

第１８条第４項の規定により函館市スポーツ振興審議会の委員に任命 

されている者は，改正後の第４条第１項の規定により函館市スポーツ 

振興審議会の委員に委嘱された者とみなし，その任期は，同条第２項 

本文の規定にかかわらず，この条例の施行の日から平成２３年１２月 

２１日までとする。 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 スポーツ振興法の全部改正に伴い，スポーツ振興審議会の所掌事務に 

関する規定を整備し，および委員の委嘱に関する規定を設け，ならびに 

規定を整備するため 


